
 

平成 23 年 1 月 18 日 

各  位 

                       会 社 名 株式会社コネクトテクノロジーズ 

代表者名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 堀口 利美  

                                          （コード：3736 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ） 

兼経営管理統括本部長 長倉 統己 

                            （ＴＥＬ：03－5332－6110） 

 

経営合理化の取り組みに関するお知らせ 

 

当社は、平成 23 年 1 月 18 日開催の取締役会において、人員削減等の施策による経営合理化の

実施を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

                  記 

 

１．経営合理化を実施する理由 

当社は、平成 22 年 8 月期まで経常損益で 5 期連続、当期純損益で 6 期連続の大幅な赤字決算

となっており、キャッシュ・フローにおきましても当第１四半期会計期間の営業キャッシュ・フ

ローは 144,173 千円のマイナスとなっております。 

このような厳しい経営環境のもと、当社は、事業構造の転換に積極的に取り組んでおり、平成

23 年 3 月１日付けで持株会社（株式会社コネクトホールディングス）体制への移行を行うことに

より、総合ＩＴソリューションカンパニーとしての当社戦略の再構築を進めることを予定してお

ります。 

しかしながら、平成 21 年 3 月に希望退職の募集を、平成 22 年 2 月には退職勧奨による人員の

削減をおこなう等、一定の経営合理化策は実施してきたものの、当社における売上原価および販

売管理費の負担は依然大きく、黒字体質に向けた収益構造の大規模な転換に取り組むためには、

更なる適正な人員体制の構築による収益改善の実施が必要不可欠であると判断し、次のとおり経

営合理化策の実施を決定いたしました。 

 

２．退職勧奨による人員の削減について 

以下のとおり勧奨による退職を実施いたします。 

（１） 対象者   当社全従業員 

（２） 退職人員   10 名程度（平成 22 年 12 月 31 日時点の従業員数 47 名） 

（３） 退職日   平成 23 年 2 月 28 日 

（４） その他   退職者に対し、特別退職金として月額給与の１ヶ月分を支払う。 

 

 

 



 

３．役員報酬の減額 

 今期（平成 23 年 8 月期）年俸のうち、平成 23 年 2 月から当面の間（月次収支の黒字化が達成

されるまで）以下のとおり役員報酬の減額をおこないます。 

（１） 代表取締役については 50％の減額とする。 

（２） 他の取締役については 20％の減額とする。 

（３） 監査役については報酬額に応じて 15 万円までの範囲で自主返上をおこなう。 

（４） 平成 23 年 3 月 1 日設立予定である株式会社コネクトホールディングスとの兼任役員に

ついては、平成 23 年 3 月以降は同社からのみの役員報酬の支払いとし、（１）から（３）

に基づく報酬額の減額を適用予定。 

 

４．今後の見通し 

 今回の経営合理化策の実施による業績に与える影響につきましては、現在精査中であり未確

定のため、確定次第速やかに開示いたします。 

 

以 上 

 

 

 


